就労選択支援事業所の新規申請について
　就労選択支援は、障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する事業です。

　事業所は、就労選択支援を適切に活用することにより、本人の希望や就労能力等に応じて、就労に必要な知識及び能力の向上に資する就労系障がい福祉サービスや一般就労への移行といった就労に関する機会が適切に提供されるよう留意することが必要です。

　就労選択支援は、働く意欲のある障がい者の今後の就労や働き方に密接に関わる支援であり、専門的かつ中立的な役割が期待されます。事業所は、地域において就労選択支援に求められる役割を果たす必要があります。

　また、実施主体は、「就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障がい福祉サービス事業者であって、過去３年以内に当該事業者の事業所において合計３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障がい者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者」と定められています。

　そのため、事業所の新規申請を行う際に、適切に事業が行えるか確認する必要があることから、新規申請の前に以下の書類で事業内容等を確認します。

　適切に事業が行えることが確認できなければ、指定申請書類を受理できませんので、期間に余裕をもってご提出ください。

【必要書類】
・（様式１）就労選択支援の実施に係る報告書
・（様式２）一般就労実績報告書
・その他必要書類

　　※内容によっては、別途資料の提出を求める場合があります
なお、市が必要と認める場合には、協議会や市に対し、運営方針や活動内容等を説明し、当該協議会等による評価を受け、その内容をご報告いただきますのでご承知おき下さい。

